
安城市学校教育プラン２０２８(案)へのパブリックコメントによる意見募集概要 

 

１ 対象事項について 

安城市学校教育プラン２０２８(案) 

２ 募集期間について 

平成３０年１２月２０日（木）～平成３１年１月１８日（金） 

  ※公共施設で閲覧する場合は、開館時間内 

３ 供覧場所について 

教育センター、中央及び地区公民館、市体育館、アンフォーレ（図書情報館）、 

市民交流センター 

＊市公式ウェブサイトにも掲載し供覧するものとする。 

４ 意見することができる者 

  市内に在住・在勤・在学する者、市内に事務所・事業所を有する個人・法人・団体、及び

市内で活動する者とする。 

５ 意見の提出方法 

プラン名、住所、氏名（団体等の場合は、所在地、名称、代表者の氏名）を明記のう  

え、次のいずれかの方法で、意見を提出することができる。 

意見の提出は、別紙「意見提出用紙」によるものとするが、必要事項が明記されていれば

任意の様式でも提出することができる。 

提出方法 提出先 

持参の場合 総務課庶務係（教育センタ―３階） 

郵送の場合 〒446-0045 安城市横山町下毛賀知１３番地１ 

安城市教育センター３階総務課あて 

ＦＡＸの場合 ０５６６－７７－０００１ 

メールの場合 kyoikusomu@city.anjo.lg.jp 

６ 意見の取扱い 

（１）意見に対する市の考えを整理し公表するものとし、個別に直接回答はしないものとする。 

（２）計画への反映、あるいは公表の際に市民が理解しやすくするために編集する場合があり、

その旨を意見募集する際に告知するものとする。 

７ 意見及び市の考え方等の公表及び閲覧について 

（１）公表時期 

   ア 市ウェブサイト  平成３１年３月頃 

   イ 広報掲載     平成３１年３月１５日号広報 

（２）閲覧期間  平成３１年３月１５日（金）から４月１５日（月）まで 

（３）閲覧場所  意見募集時の供覧場所と同様 

資料２ 



 

 

 

安城市学校教育プラン２０２８（案）に対する意見書 

（パブリックコメントによる意見）  

※住所、氏名などの個人情報は、利用・転用等することは一切ありません。ご意見を採用する際

には、抜粋・編集させていただく場合があります。また、市公式ウェブサイト等に公表する際に

は要約等させていただく場合がありますのでご了承ください。 

意見該当箇所 
（「○○に関して」や「△ページ
の□行目」など） 

ご意見・提言の内容 

  

※この様式を参考に、他の紙に記載して提出しても構いません。  

１ 住  所                                      

 （必ずご記入ください）                                  

２ 氏  名（必ずご記入ください）                             

 （法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者の氏名） 

３ 連絡先・電話番号                                

４ 在住・在学等の区別  ア 市内に住所を有する者 

             イ 市内に事務所又は事業所を有する個人・法人・団体 

ウ 市内に在学又は在学する者 

エ 市内で活動する者 

（右記のいずれかに○を 

ご記入ください） 


